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                            令和８年４月３０日 

                            全校児童数６０９名 

心明るく、元気よく、力を合わせて学びゆく子をめざす ～一人一人が輝く学校～ 

放課後のトラブルについて 
始業式から、１カ月がたちました。入学した１年生も、徐々に学校生活に慣れてきたようです。子供たちの活動も活

発になってきており、その分、放課後のトラブルが増えてきました。放課後のトラブルにつきましては、ご心配・ご不

安なお気持ちをお察しいたします。昨年度、保護者の皆様から寄せられたトラブル相談の３分の２以上が、放課後に

おきたトラブルでした。大型連休の前に、ご家庭や地域の皆様と共通理解を深めていきたいと思い、放課後のトラブ

ルのあり方について書かせていただきました。今後もお子さまの健やかな成長につながる対応を行ってまいりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

１．放課後の位置づけについて 
（１）放課後・下校後は、原則としてご家庭の管理のもとでの生活時間となります。 

（２）そのため、放課後・下校後に起こるすべての出来事について学校が直接管理・介入することはできません。 

（３）ただし、学校生活に影響が及ぶ場合やお子さまの安全や心の成長に関わる場合には、学校として教育的な関わ

りを行っていきます。 

 

２．学校ができること 
（１）教育的な指導・働きかけ 

①起きた出来事についての振り返り ②人との関わり方や気持ちの伝え方の指導 

③同じことを繰り返さないための行動確認 

④学級や学年での一般的な指導（個人が特定されない形） 

（２）学校生活への配慮 

①学校内での人間関係の配慮 ②座席・グループ・活動場面の工夫 

③必要に応じた心のケア（養護教諭・SC 等） 

（３）事実関係の把握と情報共有 

①児童生徒からの聞き取り（可能な範囲） ②学校生活への影響の確認 

③管理職・関係教職員での情報共有 

（４）保護者の皆さまへの説明 

①学校として把握した事実の説明 ②学校で行った指導内容の説明 ③ご家庭での見守り・声かけのお願い 

 

３．学校ができないこと 
（１）私生活への直接的な介入 

①各ご家庭でのしつけへの介入 ②金銭・法的問題への対応 ③損害賠償や示談の仲介 

④金銭トラブルの解決   ⑤法律的責任の判断 ➡ 保護者間、または専門機関の対応になります。 

（２） 強制的な調査や処分 

①スマートフォンの提出強制 ②SNS アカウントの削除指示 ③捜査にあたる行為➡ 警察の対応になります。 

 

４．学校の考え方 
学校は「トラブルを裁く場」ではなく、お子さまが人との関わりから学び、成長する場です。そのため白黒をはっき

りさせることや責任を一方に決めることよりも、「どうすれば次に同じことを起こさないか。」「どうすればよりよい人

間関係を築けるか。」を大切にしています。 

 

５．ご家庭へのお願い 
（１）お子さまの話を 最後まで聞いていただくことをお願いします。 

（２）感情だけでなく「行動」に目を向けた声かけをお願いします。 

（３）お子様は、自身に都合よく話をする場合もありますので、冷静に聞いていただくことをお願いします。 

（４）学校とご家庭が同じ方向を向くことが、お子さまの安心と成長につながります。 

 

校長 藤代 明 

井野っ子   月  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――６月の主な行事の予定―― 

６月   １日（月） 全校集会 委員会活動 １２日（金） 長割の集い（２・３・６年） 

     ２日（火） 印旛郡市小学校陸上競技大会 予備日３日、５日 １６日（水） 耳鼻科検診（４年・抽出） 

  ３日（水） 代表委員会 １８日（木） ５年自然教室（草ぶえの丘） 

  ４日（木） 内科健診（１・２・３年）  １９日（金） ５年自然教室（草ぶえの丘） 

  ８日（月） プール開き  ６年長割遺跡講和  

  ９日（火） 歯科検診（５・６年） ２２日（月） クラブ活動 

 １０日（水） 内科検診（４・５・６年） ２４日（木） PTA 会費集金日 

 １１日（木） ４年校外学習 ２９日（金） ６年縄文土器づくり 

 

★ゴールデンウィークを安全に 

ゴールデンウィークの連休が続きます。連休中も感染症や熱中症等に気を付けていただき、安全な過ごし方や疲れを残

さない健康管理をお願いいたします。 

安全に関しては、井野小学区は交通量の多い箇所が点在していますので、交差点の一時停止や横断歩道での安全な横

断、自転車の乗り方、保険の加入などについてご家庭でも再確認してください。お子さんが自転車に乗る際にはヘルメッ

トの着用をお願いします。特に、低学年のお子さんにつきましては保護者の方同伴で安全確認をしてくださいますよう、お

願いいたします。なお、連休中に事故等、緊急な事態が発生した場合は、 

佐倉市役所代表電話 ４８４－１１１１   へお知らせください。 

 

●佐倉市教育委員会委員候補者を公募します 

市民の意見を教育行政に反映させるために、市内小中学生の保護者のかたを対象に、教育委員会委員候補者の公

募を行います。詳細は、市ホームページ、人事課にお問い合わせくだい。 

問い合わせ 佐倉市人事課（☎０４３―４８４－６２１０） 

日 曜 ５ 月 の 行 事 日 曜 ５ 月 の 行 事 

１ 金 

教育相談月間/全校集会/全国学力・学習状

況調査 児童質問調査 AM（６年）/耳鼻科

検診（１年） １３：３０             相談 

17 日  

２ 土   18 月 心電図検査 1 年 ８：４５－ 

３ 日 【祝】憲法記念日 19 火 尿検査二次                 

４ 月 【祝】みどりの日 20 水 相談 

５ 火 【祝】こどもの日 21 木 不審者対応訓練      

６ 水 【祝】振替休日 22 金 図書ボラ読み聞かせ ４年      相談 

７ 木 相談 23 土   

８ 金 
図書ボラ読み聞かせ 6 年/1 年生を迎え

る会（３校時）                相談 
24 日 

  

９ 土 
  25 月 

クラブ活動/交通安全移動教室  １・３年 

９：３０/眼科検診 １年 １３：００ 

10 日 
  26 火 

脊柱側弯症健診（一次 スコリオ検査） ８：

５０ ５年  /尿検査二次予備日 

11 月 委員会活動/企画会議 27 水  SC・相談 

12 火 陸上大会壮行会 2 校時/ 代表委員会  28 木  

13 水 
第一部会小学校陸上競技大会 予備日１４

日、１５日 ※選手弁当持参    SC・相談 
29 金 

図書ボラ読み聞かせ ３年・くすのき/５５周

年航空写真撮影               相談             

14 木 ※選手弁当持参 30 土  

15 金 
図書ボラ読み聞かせ 5 年/歯科検診（１・２

年） ９：３０/リコーダー講習会(3 年)相談 
31 日  

16 土   

※「低」は１～３年、「高」は４～６年、「く」はくすのき学級を示します。 

※相談 多様な学びの教育相談員の太田先生の勤務日、ＳＣスクールカウンセラーの渡辺先生の勤務日です。 

３棟２階の相談室にて、相談をお受けいたします。事前に電話予約（井野小 487-1541）をお願いします。 

５月の行事予定 


